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※入所保留通知書の交付年月日が、子が１歳に達する日の翌日の２か月前（４月入所の場合は３か月前）
　の日以降の入所保留通知書等を添付してください。
　なお、交付年月日が当該日より前の日付の入所保留通知書しかなく、入所保留中は市区町村から新たな
　入所保留通知書等が発行されない場合は、申告書の理由欄に子が１歳に達する日の翌日において保育が
　実施されないことを記載の上、直近の入所保留通知書等の添付してください。
　（例）１１月に翌年１月から３月入所の申込がある自治体で、３月生まれだが入所保留通知書の交付年月
　　　　日が１２月１日の場合
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１歳～１歳６か月の期間延長する場合
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１歳６か月～２歳の期間延長する場合
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【注意】
１歳から１歳６か月の期間に入所保留通知書の有効期限が切れる場合は、以下の書類も御提出ください。
例：入所保留通知書の有効期限が年度末の場合
　　〇入所保留通知書（４月及び１歳６か月時点）
　　〇本人が記載する申告書（４月及び１歳６か月時点）
　　〇市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し（４月及び１歳６か月時点）
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